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研究目的	

知的障害や発達障害のある少年の審判及び
少年院退院時における支援が再非行を防止
し自立支援に有効であるという立場に立ち，
少年の刑事手続における少年審判と少年院
退院時における福祉的支援（フォレンジッ
クソーシャルワーク）の方法を提示する．	 

倫理的配慮	

本研究では事例を検討しているが，守秘の
ため，必要最小限の事柄のみを提示し，さら
に研究に差し障りが無い程度の加工を施し
ている．	

定義①	 

本研究における知的障害のある者の定
義	 

知的機能の障害が発達期（おおむね18歳
まで）にあらわれ、日常生活に支障が生じ
ているため、何らかの特別の援助を必要
とする状態にある者	 

	 

	 

定義②	 

本研究における発達障害のある者の定
義	 

注意欠陥多動障害(ADHD	 ADD，HDそれぞ
れのみも含む)，広汎性発達障害(PDD	 
自閉症，アスペルガー障害，特定不能
の広汎性発達障害)，学習障害(LD)があ
り，日常生活に支障が生じているため、
何らかの特別の援助を必要とする状態に
ある者	 

	 

	 

研究方法と目的	

アクション・リサーチとして少年審判時の
支援を行なった２事例及び少年院仮退院時
の支援を行った２事例の計４例のフォレン
ジック・ソーシャルワーク実践の内容を分
析し，共通したキーワードを導き，少年の
刑事手続におけるフォレンジックソーシャ
ルワークの方法を考察し提示することを目
的としている．	 
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事例①	

強姦致傷　ADHD　犯罪少年　中等少年院送
致（医療少年院）	 

 
少年審判までに，家庭訪問し母親，少年鑑
別所にて本人と面接アセスメントを行い，
ソーシャルワーカーの意見として弁護士か
らの意見書内に内容を盛り込む． 
 
少年院送致後も複数回面接を行ない，さら
に母親とも電話などで連絡を取り合う． 
	 	 

事例②	

強制わいせつ　ADHDと軽度知的障害	 	 触法
少年　児童自立支援施設送致（強制的措置
有） 
 
少年審判時にソーシャルワーカーが付添人
に選任される．少年鑑別所にて面接し，審
判に意見書を提出する． 
 
保護者である母親も勾留中であり，また，
虐待加害等の理由で保護者とは面接してい
ない．	 

	 

事例③	

殺人予備等	 	 広汎性発達障害	 	 犯罪少年	 中
等少年院送致（医療少年院） 
 
少年院での面接１回，事業所での実習・見
学，個別支援会議（本人，援護の実施者，
保護観察所，サービス提供者等）３回，母
親の事業所見学，少年院との連絡調整 
 
身元引受人は母親 
母親他家族との関係修復へ 
 
 
 
	 

	 

事例④	
覚せい剤取締法違反　軽度知的障害　犯罪少
年　中等少年院送致 
 
少年院での面接２回，見学１回，相談支援事
業所による援護の実施者等との連絡調整と，
計画相談の実施． 
 
身元引受人は利用事業所法人役員	 

実兄との関係修復	 

	 

	 

共通するキーワード	

・自己決定	 

・本人中心	 

・生活環境の調整	 

・家族関係の再構築	 

・個別化	 

・１対１のソーシャルワーク 
・連携	 

考察①	

•  支援を受けることへの自己決定が必要で
ある．	 

•  少年であるため親権者の了解を得る必要
がある．	 

•  社会での生活のありかたを自己決定する
ことが必要である．	 

•  非行をする前提が何であるのかをアセス
メントで把握し，ニーズとして解決を図
ることが必要である．	 
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考察②	
•  本人中心の立場から，心地よい生活環境
の調整を図ることや支援計画を立てるこ
とが必要である．	 

•  家族関係が崩れている場合，個人に会わ
せた家族関係の構築が自立更生につなが
る．	 

•  画一化した支援でなく，１人１人に合わ
せた個別化された支援が必要である．	 

•  少年事件の守秘性などを考えると，有識
者等の集団による支援の決定では対応で
きない．	 

考察③	

•  矯正施設，保護観察所，弁護士，福祉関
係機関との連携が必要となる．	 

提言	

知的障害もしくは，発達障害のある少年非行に
おけるフォレンジック・ソーシャルワーク実践に
おいては，入口支援も含めて少年をクライエン
トする１対１のソーシャルワークが行われるべき
であり．本人中心主義でのケースマネジメント
が行われるべきである．	  
また，少年であっても自身の生活は自身で決め
るという，自己決定を重視した支援を行うべきで
ある．	

逮捕等警察等により検挙，補導された時の取調等への危機的介入 	

送検・通告	

送検された際，検察・児相への取調等への介入  	

家裁送致	

少年審判になった場合，	
意見書（更生支援計画書）	  

を提出する	
必要であれば付添人	  

に選任されて出廷	

釈放・在宅	

釈放	  
在宅	

審判不開始・不処分の場合	
保護観察処分（１号）等の社会	  

内処遇の場合，更生支援計画に	  
基づく居住型サービス利用を	  

含めた自立支援	  
児童自立支援施設等措置も同様	

よい生活環境がある事で	
再非行を防ぐ	

処分	  
決定	

少年院送致	  
児童自立支援施設等	  

送致	

施設内処遇の場合 	
	  

支援チームがあればを維持する	
退院・退所を目指した更生支援計画の見直しか新規作成	

退院退所時の帰住場所→自宅か居住型サービスか	  
（地域移行支援・地域定着支援） 	

退院・退所	

　　　　　　　　　　　　　　　　→良い生活環境がある事で累犯を防ぐ	
居住型サービス利用
も含めた自立支援	

少年院送致	  
児童自立支援施設等	  

送致	


